
会長　　川辺　清次さん
　今年も残すところあと3週間になりま
した。石油が急に上がったり下がった
り、円安から円高になり、急激な変化
に経済も政治も追いつかなくて右往左
往している1年だったように思います。
　我々建築関係で聞いた話ですと、ト
ヨタの対応は素早く、先月には工事中
の現場、設計中の物件、すべてにストップがかかり、精算
に入りたいという話だったようです。日本設計にいる私の知
人も2年ほど前からトヨタへ出向しております。全員が同じフ
ロアで同じ方向を向いて、聞こえるのはパソコンをはじく音だ
け。エレベーターホールの前に椅子とテーブルがあるけれ
ども、座って一服したらサボっていると見らそうで、とてもそん
な雰囲気ではないようです。彼は研究棟の設計をしていたそ
うですが、算定した面積に対して「なぜこの面積がいるのか」
と言われたそうです。将来に対することとか、予備的なこと
は一切考えず、必要最小限で余計なものは必要ないという
徹底した合理主義のようです。1兆円の利益を上げていると
きも、大幅にダウンするときも、何ら変わらない経営姿勢と
いうか、太い幹が一本通っているなという感じがします。
　私が従事している建築業界は10年以上どん底です。金
融機関からマンション開発会社、不動産関連、建築業界。
上場企業の倒産が過去最大で、そのうち不動産、建築業
が 4分の 3だと新聞に書いてありました。正直、歯を食い
しばって我慢するのも限界でございまして、毎日塩と水をなめ
ている状態です。
　うれしい報告もあります。10月に体験入会していただきま
した小澤さん紹介の牧野好弘さんから入会届が届いておりま
す。これから会員選考委員会に面接していただきます。6人
目の入会です。2人退会で、純増 4人となりました。これで
前期が終わりそうです。なんとか 10人増やしたいと思って

おりますので、後期に入ってからも皆さんのご協力をよろしく
お願いします。

幹事　　鈴木　清詞さん
１．2009 年 2月 19 日、ヒルトンホテルにおいて、瑞

穂RCがホストとなって西名古屋分区大会が開催さ
れます。名南RCは 4RCの一員ということで全員
登録になっております。会費15,000円の内5,000
円をクラブから出して、10,000 は個人負担となり
ます。欠席される場合も振込みをお願いします。西
名古屋分区大会に関しては、全員登録なのでメーク
アップの必要はなしということにいたします。

２．12月 16日の例会は、12月 19日の「忘年家族会」
に変更です。
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＊本日会員卓話をさせていただきます。よろしくお願い
します。　　　　　　　　　　　　　長尾　浅吉さん
＊宮嵜さん、長尾さん卓話よろしくお願いします。

生野　房江さん
＊長尾さん、宮嵜さん、卓話楽しみにしています。
平沼　里子さん　　木村　　猛さん　　田中　一雄さん
久米　伸治さん　　入谷　直行さん　　林　　隆二さん
江村　雅夫さん　　坂田　信子さん　　細井　俊男さん
鈴木　清詞さん　　猪村　美之さん　　水谷　　誠さん
田中　省三さん　　白藤　憲雄さん　　川辺　清次さん
伊藤　博昭さん　　安藤　鍈一さん　　本多　利郎さん
中村　　勝さん　　山崎　　淳さん　　東山　直史さん
小澤　久隼さん　　三島多恵子さん　　中西　芳子さん
水野　俊男さん　　杉本　　勇さん　　佐々木元彦さん
新原　　尚さん　　三浦　和人さん　　伊藤　圭一さん
三浦　　隆さん　　堀田　光江さん　　犬飼りさ枝さん
鈴木　厚司さん　　江上　隆夫さん　　柴田　照子さん
加藤　英敏さん　　森田敏二三さん　　小野　雅之さん
朝比美和子さん　　大橋さなえさん　　坂本　　晃さん
林　　正人さん
＊本日は PM5:00 から今年度の桃栗会を開催致しまし
た。大変有意義な会でした。
山本　誠一さん　　大隅　紀郎さん　　小山　愼介さん

本日合計　51,000 円　　累計　940,000 円

幹 事 報 告

斉　唱　我等の生業
出　席　会員 71名（出席率算入人数 70名）
　　　　出席 55名　出席率 78.57％
　　　　前々回補填率 94.03％（11月 25日分）

第 843 回
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会長あいさつ

第845回例会（1月13日）のご案内

新年ゆったり例会　於：名鉄ニューグランドホテル

12月の結婚記念日
1 日　江村　雅夫さん　　 3日　朝比美和子さん
12日　生野　房江さん
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●親睦活動・家族委員会　　　　　　　久米　伸治さん
　12月 19 日に今年最後のクリスマス会をウェスティ
ンナゴヤキャッスルで行います。5時半から例会登録受
付、6時から開始します。

●長尾　浅吉さん
　ロータリーには、出席義務、会費
を納入する、「ロータリーの友」を
読むという三大義務があります。最
初は非常に抵抗がありました。しか
し、頚椎の病気をして入院した時に、
例会に出席することができないとい
うことは常日ごろの健康管理が不十
分であることや運動不足の結果である。例会に出席でき
るということは非常に感謝しなければいけないのだと考
え方が変わりました。また例会に出席して、皆さんの話
を聞いたり、コミュニケーションをとることによって明
日への糧が得られるということも感じ取りました。
　それから会費を納めるということも、自分の商売がう
まくいっているからこそ会費が納められるわけですので、
会費が納められるということを感謝しなければいけない
のです。そして「ロータリーの友」を読むということは、
老化の防止になります。このように、ロータリーに入ら
せていただいて感謝する気持ちが最近ようやく出てきま
した。このような気持ちは入会して何年かたたないと出
てこないものなのかもしれません。
　私は税理士業をしておりますので、その関係の最近の
話題をお話したいと思います。経済産業省から、事業継
承問題につきまして、10月 1日、法律が施行されまし
た。遺留分、法定相続 2分の 1をどうするかという問
題が一番ネックになってきております。家族が仲良くし
ていないと、慰留分の減殺請求とかいろいろな問題が出
てきて、家庭裁判所から書類が届いた時に認めないとい
うことになりますと全く身動きできません。ですから常
日ごろから家庭円満であるということが一番大事じゃな
いかなと思います。法律ができて、相続税が発生するの
が 10か月後ですから、財務省としては来年の 6月ごろ
までにできればいいと言っております。いろいろな業界
から運動して、事業承継がうまくいくような方法になる
といいなと思っております。
　相続税を納めていただくのは亡くなられた方の約 4％
です。一番の問題は自社株の評価をどうするかというこ
とです。自社株をいかに下げるかということで、いろい
ろ手を尽くすのですけれども、なかなかうまくいかない
のが実状です。では何をしたらいいかといいますと、相
続税を第 24条、年金の受取額の評価減をすることです。
例えば 1,000 万ぐらいのものを、40年間ぐらいでやり
ますと、評価が 200万ぐらいになります。そうすると、
税金はほんのわずかで済みます。参考にしていただける
とありがたいと思います。
　もう一点お話ししたいと思います。民事再生法関係の
ことです。ゴルフ関係を持ってみえるかたがあると思い
ます。民事再生法を申請した段階では、一切何も法人と
しては処理することができません。確定しないことには
できません。確定して初めて損金処理ができるというこ
とになります。個人の方は一切認められません。最近、
非常に景気が悪いですから、ゴルフ場が危ないなと思わ
れる前に処分して下さい。処分していただければ、損益
通算ということができるのですけれども、そのままそん
な状態になってしまうと、全く認めてもらうことができ

ません。できるだけゴルフ場に関しては、適切な対応を
していただくということが、非常に大事じゃないかと思
います。

●宮嵜　良一さん
　今日は、本業以外の話をいたします。
　一つは、公開会社の非常勤の社外
監査役をやっていることです。監査
役というのは投資家の保護がかなり
大事なものですので、会社の社長か
らみると「おまえはどっちの味方か」
と言われそうな仕事です。しかし、
非常勤の監査役というのはそういうところに意義がある
ものですから、嫌なことを言う役目をやっています。一
生懸命やっている仕事の一つです。
　もう一つやっているのが ADRです。ADRは裁判以
外のところでいろいろ解決しようということでできまし
た。お医者さんなどもやろうという話も出てきています
し、悉皆といって境界争いについてやろうというところ
もあります。私がやっているのは厚労省の出先の労働局
です。昔は監督局といっていました。愛知労働局に紛争
調整委員会という、労働者と会社との個別的な労働紛争
についてあっせんをする機関があります。その委員を
やっています。けっこう件数が多くて、愛知県の場合、
申し立ての件数では年間 400件ほどです。私も月に 2、
3件ずつはあっせんをしています。ここへきて非正規労
働者に対してマスコミなど後ろからの押し上げがありま
すので、かなり増えてくるんじゃないかと予測していま
す。いすゞもすでに組合がついて、派遣労働者に対する
派遣切りを阻止しよう、反対しよう、戻せという運動が
始まってきました。組合が入って、会社との紛争という
ことになれば、個別の紛争ではありませんので、こうい
うところではやりませんけれども、実際に今やっている
なんとかユニオンというのは、組合の名前を借りて個人
を保護するという、個人の利益を擁護する形でやってい
ます。ですから、なんとかユニオンがついてきたＡさん
という労働者がＢという勤めていた会社に対して、派遣
で行っていたら断られた、それはおかしい、あるいは不
当解雇だと、そういう問題が出てきています。今多いの
は、雇い止め、解雇、パワハラ。ひどいパワハラは確か
にありますが、ちょっと厳しくしかると「パワハラだ」
ということもあるので調整を要します。あとはセクハラ
問題。そういったもののあっせんをしています。これは
3人の委員会になっているのですけれども、大体一人ず
つで担当してやっています。これがだんだん増えてくる
かもしれません。これは行政機関が後ろに立ってやって
いますので労働者の費用は無料です。会社側が出てきて、
いろいろそこでご説明、あるいは話し合いをして解決し
ます。会社にとっても労働者とごたごたするのは事業を
していく上ではひとつの病理現象ですので、早期の解決
は好ましいことです。
　もう一つは、愛知県の収用委員会の委員をして、収用
をしています。今収用で中心になっているのは、江川線
の拡幅工事の事案です。工事現場の両側に少しずつ残っ
ているところがあり、そういうところの収用がかなり出
ています。収用というのはそもそも公共の利益のために
個人の財産を取り上げてしまうわけですから、財産権は
憲法で保障されていますので、適正な手続きで適正な補
償で収用するということでこの委員会があるわけです。
正当な補償をするための審議機関としてやっています。

委 員 会 報 告

会 員 卓 話


